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地方社会保険事務局長殿

社会保険庁運営部年金保険課長

(公印省略)

換価関係事務処理要領の制定について

標題のことについては、差押財産の換価・取立等に関する換価事務の実施手続を整備し

て、別冊「換価関係事務処理要領」を制定したので、下記に留意の上、今後はこれにより

適切に取り扱われたい。

(趣旨)

差押財産の換価に関する取扱いについて、国税滞納処分の例による処分及び国税徴収

の例による徴収の処理を徹底するため、統一化及び明確化を図るものである。

コいd-一言一ロ

1 金銭による取立ての方法により換価(国税徴収法第 57条、第 67条及び第 73条第 5

項)する場合における換価については、本要領に定める手続きに準じて処理すること。

2 換価関係様式は、平成 20年 6月初日付庁保険発第 0630002号「滞納整理関係書類の

様式の制定についてJ(通知)で定める様式のほか、本通知で定めた様式を使用するこ

と。

3 木通知による取扱いについては、平成 21年 4月 1日以降に公売公告する案件から適

用することとし、それまでの関は従前の取扱いによること。
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第 1章換価に当たっての基本的な考え方

差押財産の換価は、社会保険事務所長が、差し押さえた滞納者の財産を売却し、その売却

代金をもって滞納保険料等を早期かっ確実に徴収することを最終の目的として実施するもの

であり、法令の規定に基づいて着実に進めていく一連の滞納処分の締めくくりとしての性格

を有している。

その一方で、滞納者にとっては、自己の意思にかかわらず強制的に財産を売却されること

になり、また、その財産の上に抵当権、賃借権などを有する権利者にとっては、それらの権

利が換価によって消滅することとなるなど、差押財産の換価は、これらの者の権利・利益に

法律上及び事実上の重大な影響を及ぼす効果を有している。

したがって、このような性格及び効果を有する換価の重要性にかんがみ、以下に掲げる基

本的な考え方を踏まえ、その事務を適切に実施しなければならない。

(対象事案の適切な選定)

1 差押財産の換価は、一連の滞納処分の締めくくりとして実施するものであるが、滞納者

などの権利・利益に重大な影響を及ぼすことから、他に適切な滞納整理の方法がある場合

にはその方法によるべきである。したがって、換価に当たっては、画一的に実施するので

はなく、滞納者の個々の実情を踏まえた上で、対象事案を適切に選定する必要がある。

(手続の適正性の確保)

2 差押財産の換価は、強制的に行う処分であり、滞納者などの権利 f利益に重大な影響を

及ぼすことから、これを円滑に実施するためには、一連の手続において適正性を確保しな

ければならない。したがって、換価に当たっては、法令の規定に基づいて適正な手続によ

り実施する必要がある。

(高価有利な売却)

3 差押財産の換価は、その売却代金をもって滞納保険料等を徴収するために行うものであ

り、滞納者の意思にかかわらず売却する以上は、可能な限り高価有利に売却するよう努め

なければならない。したがって、換価に当たっては、公売広報の充実及び買受希望者の利

便性の向上を図ることにより、可能な限り多くの人が公売に参加できる環境を愛備し、公

売市場の拡充に努める必要がある。

第2章 換価の事前準備

差押財産の換価は、滞納者などの権利・利益に重大な影響を及ぼすことから、換価に当た

っては、画一的に実施するのではなく、滞納者の個々の実情を踏まえた上で、対象事案を適

切に選定する必要がある。そして、換価以外の適切な滞納整理の方法があるものについては、

その方法により処理を図り、それ以外のものについては、換価を適正に実施するための十分

-1 -



な準備がされているか否かを事前に確認しておく必要がある。

この章は、換価の適正を期するため、事務の進行管理、公売予告通知書の送付、換価の実

施適否の検討、差押手続等の確認、差押財産の現地調査等、差押財産の搬出等について定め

たものである。

第 1節事務の進行管理

(事務の進行管理)

4 換価については、「換価事務進行状況表J(第 097号様式)により、組織的、かっ、効率

的にその事務の進行を管理すること。

第2節公売予告通知書の送付

(公売予告遇知書の送付の目的)

5 r公売予告通知書J(第 094号様式;)1士、次に掲げる目的で、原則として、換価を実施し

ようとする滞納者のすべてに送付する。

(1) 可能な限り自発的な納付を促すこと。

(2) 早急に納付することが困難な滞納者に対しては出所を求め、納付困難の事情を勝取し

てその状況に応じ、換価に付すべき滞納者と換価以外の方法により滞納整理を図るべき

滞納者とに判別し、・換価に付すべき対象事案を適切に選定すること。

(3) 換価以外に適切な滞納整理の方法がない滞納者に対しては、事前に換価を予告し、そ

の実施に伴って生じるおそれがある紛争を未然に防止すること。

(公売予告通知書を送付すべき者の範囲)

6 r公売予告通知書JI士、 5に掲げる目的で、原則として、換価を実施しようとする滞納

者のすべてに送付すること。

ただし、「公売予告通知書Jを送付しでもその効果が期待できないことが明らかな者に対

しては、送付しないこととして差し支えない。

なお、再公売(85、国税徴収法(以下「徴収法Jという。)第 107条)をする者、納付の猶

予(国税通則法(以下「通則法」という。)第46条第 l項から第3項まで)又は換価の猶予(徴

収法第 151条)等を取り消した者等に対しても、必要に応じて「公売予告通知書Jを送付す

ること。

(公売予告通知書の送付の時期等)

7 r公売予告通知書」の送付の時期等については、次による。

(1) r公売予告通知書Jの送付及びその後の処理は、原則として当該事案の処分担当者が行

うこと。

(幼 「公売予告通知書Jは、これを受けて出所することが見込まれる滞納者との相談や公売

公告、公売通知等のその後の手続の日程を考慮して適切な時期に送付す:ること。ただし、

特に、変質、腐敗、滅失等のおそれがある差押財産を有する滞納者については、「公売予
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